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地方自治法施行令(抄)

昭和22年５月３日政令第 16号

最終改正 令和２年７月28日政令第228号

第２編 普通地方公共団体

第３章 議会

（地方自治法第96条第１項第５号及び第８号に規定する基準）

第121条の２ 地方自治法第96条第１項第５号に規定する政令で定める基準は，契約の種

類については，別表第３上欄に定めるものとし，その金額については，その予定価格の

金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。

２ 地方自治法第96条第１項第８号に規定する政令で定める基準は，財産の取得又は処分

の種類については，別表第４上欄に定めるものとし，その金額については，その予定価

格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。

第５章 財務

第１節 会計年度所属区分

(歳出の会計年度所属区分)

第143条 歳出の会計年度所属は，次の区分による。

(1)～(3) 略

(4) 工事請負費，物件購入費，運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつた

後支出するものは，当該行為の履行があつた日の属する年度

(5) 略

２ 略

第２節 予算

(継続費)

第145条 継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち，その年度内

に支出を終わらなかつたものは，当該継続費の継続年度の終わりまで逓次繰り越して使

用することができる。この場合においては，普通地方公共団体の長は，翌年度の５月31

日までに継続費繰越計算書を調製し，次の会議においてこれを議会に報告しなければな

らない。

２ 普通地方公共団体の長は，継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のう

ち法第220条第３項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には，そ

の繰り越された年度)が終了したときは，継続費精算報告書を調製し，地方自治法第233

条第５項の書類の提出と併せてこれを議会に報告しなければならない。

３ 略

(繰越明許費)



- 2 -

第146条 地方自治法第213条の規定により翌年度に繰り越して使用しようとする歳出予算

の経費については，当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を当該年度から翌年

度に繰り越さなければならない。

２ 普通地方公共団体の長は，繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したと

きは，翌年度の５月31日までに繰越計算書を調製し，次の会議においてこれを議会に報

告しなければならない。

３ 略

(予算の執行及び事故繰越し)

第150条 普通地方公共団体の長は，次の各号に掲げる事項を予算の執行に関する手続と

して定めなければならない。

(1)～(3) 略

２ 略

３ 第146条の規定は，地方自治法第220条第３項ただし書の規定による予算の繰越しにつ

いてこれを準用する。

第４節 支出

(支出命令)

第160条の２ 地方自治法第232条の４第１項に規定する政令で定めるところによる命令

は，次のとおりとする。

(1) 当該支出負担行為に係る債務が確定した時以後に行う命令

(2) 当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行う次に掲げる経費の支出に係る命令

イ 電気，ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

ロ 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

ハ イ及びロに掲げる経費のほか，２月以上の期間にわたり，物品を買い入れ若しく

は借り入れ，役務の提供を受け，又は不動産を借り入れる契約で，単価又は１月当

たりの対価の額が定められているもののうち普通地方公共団体の規則で定めるもの

に基づき支払をする経費

(前金払)

第163条 次の各号に掲げる経費については，前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金，負担金，交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約しがたい請負，買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなつた家屋又は物

件の移転料

(5) 定期刊行物の代価，定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受

信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃
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(8) 前各号に掲げるもののほか，経費の性質上前金をもつて支払をしなければ事務の取

扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの

第６節 契約

(指名競争入札)

第167条 地方自治法第234条第２項の規定により指名競争入札によることができる場合

は，次の各号に掲げる場合とする。

(1) 工事又は製造の請負，物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札

に適しないものをするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がな

いと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

(随意契約)

第167条の２ 地方自治法第234条第２項の規定により随意契約によることができる場合

は，次に掲げる場合とする。

(1) 売買，貸借，請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては，予定賃貸

借料の年額又は総額)が別表第５上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額

の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。

(2) 不動産の買入れ又は借入れ，普通地方公共団体が必要とする物品の製造，修理，加

工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が

競争入札に適しないものをするとき。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123

号）第５条第11項に規定する障害者支援施設（以下この号において「障害者支援施設」

という。），同条第27項に規定する地域活動支援センター（以下この号において「地

域活動支援センター」という。），同条第１項に規定する障害福祉サービス事業（同

条第７項に規定する生活介護，同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に

規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事

業」という。）を行う施設若しくは小規模作業所（障害者基本法（昭和45年法律第84

号）第２条第１号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18

条第３項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号におい

て同じ。）若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方

公共団体の長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法（平成25年法律第105

号）第16条第３項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業（以下この号において「認

定生活困窮者就労訓練事業」という。）を行う施設でその施設に使用される者が主と

して同法第３条第１項規定する生活困窮者（以下この号において「生活困窮者」とい

う。）であるもの（当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者

の自立の促進に資することにつき，総務省令で定めるところにより普通地方公共団体

の長の認定を受けたものに限る。）（以下この号において「障害者支援施設等」とい

う。）において製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地方公共団体の規則
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で定める手続により買い入れる契約，障害者支援施設，地域活動支援センター，障害

福祉サービス事業を行う施設，小規模作業所，高年齢者等の雇用の安定等に関する法

律（昭和46年法律第68号）第37条第１項に規定するシルバー人材センター連合若しく

は同条第２項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務

省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共

団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約，母子及び父子並びに寡婦福

祉法（昭和39年法律第129号）第６条第６項に規定する母子・父子福祉団体若しくは

これらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定

を受けた者（以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。）が行う事業で

その事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養

しているもの及び同条第４項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子

・父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約又は認

定生活困窮者就労訓練事業を行う施設（当該施設から役務の提供を受けることが生活

困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共

団体の長の認定を受けたものに限る。）が行う事業でその事業に使用される者が主と

して生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から普通地方公共団体の規則

で定める手続により契約をするとき。

(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところ

により普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認

定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは借り

入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で

定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の

規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。

(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(8) 競争入札に付し入札者がないとき，又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(9) 落札者が契約を締結しないとき。

２ 前項第８号の規定により随意契約による場合は，契約保証金及び履行期限を除くほか，

最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

３ 第１項第９号の規定により随意契約による場合は，落札金額の制限内でこれを行うも

のとし，かつ，履行期限を除くほか，最初競争入札に付するときに定めた条件を変更す

ることができない。

４ 前２項の場合においては，予定価格又は落札金額を分割して計算することができると

きに限り，当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。

(せり売り)

第167条の３ 地方自治法第234条第２項の規定によりせり売りによることができる場合

は，動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものをする場合とする。
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(一般競争入札の参加者の資格)

第167条の４ 普通地方公共団体は，特別の理由がある場合を除くほか，一般競争入札に

次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第32条第

１項各号に掲げる者

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該

当すると認められるときは、その者について３年以内の期間を定めて一般競争入札に参

加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人とし

て使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり，故意に工事，製造その他の役務を粗雑に行い，又は物件の品

質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

(2) 競争入札又はせり売りにおいて，その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成

立を害し，若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

(4) 地方自治法第234条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職

務の執行を妨げたとき。

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。

(6) 契約により，契約の後に代価の額を確定する場合において，当該代価の請求を故意

に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。

(7) この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされて

いる者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使

用したとき。

第167条の５ 普通地方公共団体の長は，前条に定めるもののほか，必要があるときは，

一般競争入札に参加する者に必要な資格として，あらかじめ，契約の種類及び金額に応

じ，工事，製造又は販売等の実績，従業員の数，資本の額その他の経営の規模及び状況

を要件とする資格を定めることができる。

２ 普通地方公共団体の長は，前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格

を定めたときは，これを公示しなければならない。

第167条の５の２ 普通地方公共団体の長は，一般競争入札により契約を締結しようとす

る場合において，契約の性質又は目的により，当該入札を適正かつ合理的に行うため特

に必要があると認めるときは，前条第１項の資格を有する者につき，更に，当該入札に

参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しく

は技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め，当該資格を有する者により当該入札

を行わせることができる。

(一般競争入札の公告)

第167条の６ 普通地方公共団体の長は，一般競争入札により契約を締結しようとすると

きは，入札に参加する者に必要な資格，入札の場所及び日時その他入札について必要な
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事項を公告しなければならない。

２ 普通地方公共団体の長は，前項の公告において，入札に参加する者に必要な資格のな

い者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしてお

かなければならない。

(一般競争入札の入札保証金)

第167条の７ 普通地方公共団体は，一般競争入札により契約を締結しようとするときは，

入札に参加しようとする者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の入札

保証金を納めさせなければならない。

２ 前項の規定による入札保証金の納付は，国債，地方債その他普通地方公共団体の長が

確実と認める担保の提供をもつて代えることができる。

(一般競争入札の開札及び再度入札)

第167条の８ 一般競争入札の開札は，第167条の６第１項の規定により公告した入札の場

所において，入札の終了後直ちに，入札者を立ち会わせてしなければならない。この場

合において，入札者が立ち会わないときは，当該入札事務に関係のない職員を立ち会わ

せなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず，一般競争入札において，入札書に記載すべき事項を記録し

た電磁的記録を提出することにより行われる場合であつて，普通地方公共団体の長が入

札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは，入札者及び当該入札

事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。

３ 入札者は，その提出した入札書(当該入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録

を含む。)の書換え，引換え又は撤回をすることができない。

４ 普通地方公共団体の長は，第１項の規定により開札をした場合において，各人の入札

のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第167条の10第２項の規定によ

り最低制限価格を設けた場合にあつては，予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価

格以上の価格の入札がないとき)は，直ちに，再度の入札をすることができる。

(一般競争入札のくじによる落札者の決定)

第167条の９ 普通地方公共団体の長は，落札となるべき同価の入札をした者が２人以上

あるときは，直ちに，当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。こ

の場合において，当該入札者のうちくじを引かない者があるときは，これに代えて，当

該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

第167条の10 普通地方公共団体の長は，一般競争入札により工事又は製造その他につい

ての請負の契約を締結しようとする場合において，予定価格の制限の範囲内で最低の価

格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の

内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき，又はその者と契約を締結す

ることが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認め
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るときは，その者を落札者とせず，予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをし

た他の者のうち，最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。

２ 普通地方公共団体の長は，一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の

契約を締結しようとする場合において，当該契約の内容に適合した履行を確保するため

特に必要があると認めるときは，あらかじめ最低制限価格を設けて，予定価格の制限の

範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず，予定価格の制限の範囲内

の価格で最低制限価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申

込みをした者を落札者とすることができる。

第167条の10の２ 普通地方公共団体の長は，一般競争入札により当該普通地方公共団体

の支出の原因となる契約を締結しようとする場合において，当該契約がその性質又は目

的から地方自治法第234条第３項本文又は前条の規定により難いものであるときは，こ

れらの規定にかかわらず，予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のう

ち，価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込み

をした者を落札者とすることができる。

２ 普通地方公共団体の長は，前項の規定により工事又は製造その他についての請負の契

約を締結しようとする場合において，落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によ

つてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めると

き，又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあ

つて著しく不適当であると認めるときは，同項の規定にかかわらず，その者を落札者と

せず，予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち，価格その他

の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札

者とすることができる。

３ 普通地方公共団体の長は，前２項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下

「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとするときは，あらかじめ，当該総合評

価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて

最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めなけれ

ばならない。

４ 普通地方公共団体の長は、落札者決定基準を定めようとするときは、総務省令で定め

るところにより、あらかじめ、学識経験を有する者（次項において「学識経験者」とい

う。）の意見を聴かなければならない。

５ 普通地方公共団体の長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札

者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるか

どうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられ

た場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を

聴かなければならない。

６ 普通地方公共団体の長は、総合評価一般競争入札を行おうとする場合において、当該

契約について第167条の６第１項の規定により公告するときは、同項の規定により公告

をしなければならない事項及び同条第２項の規定により明らかにしておかなければなら

ない事項のほか、総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札

に係る落札者決定基準についても、公告をしなければならない。
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(指名競争入札の参加者の資格)

第167条の11 第167条の４の規定は，指名競争入札の参加者の資格についてこれを準用す

る。

２ 普通地方公共団体の長は，前項に定めるもののほか，指名競争入札に参加する者に必

要な資格として，工事又は製造の請負，物件の買入れその他当該普通地方公共団体の長

が定める契約について，あらかじめ，契約の種類及び金額に応じ，第167条の５第１項

に規定する事項を要件とする資格を定めなければならない。

３ 第167条の５第２項の規定は，前項の場合にこれを準用する。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第167条の12 普通地方公共団体の長は，指名競争入札により契約を締結しようとすると

きは，当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから，当該入札に参加さ

せようとする者を指名しなければならない。

２ 前項の場合においては，普通地方公共団体の長は，入札の場所及び日時その他入札に

ついて必要な事項をその指名する者に通知しなければならない。

３ 第167条の６第２項の規定は，前項の場合にこれを準用する。

４ 普通地方公共団体の長は，次条において準用する第167条の10の２第１項及び第２項

の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)

を行おうとする場合において，当該契約について第２項の規定により通知をするときは，

同項の規定により通知をしなければならない事項及び前項において準用する第167条の

６第２項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか，総合評価指名競

争入札の方法による旨及び当該総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準について

も，通知をしなければならない。

(指名競争入札の入札保証金等)

第167条の13 第167条の７から第167条の10まで及び第167条の10の２(第６項を除く。)の

規定は，指名競争入札の場合について準用する。

(せり売りの手続)

第167条の14 第167条の４から第167条の７までの規定は，せり売りの場合にこれを準用

する。

(監督又は検査の方法)

第167条の15 地方自治法第234条の２第１項の規定による監督は，立会い，指示その他の

方法によつて行なわなければならない。

２ 地方自治法第234条の２第１項の規定による検査は，契約書，仕様書及び設計書その

他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づい

て行わなければならない。

３ 普通地方公共団体の長は，地方自治法第234条の２第１項に規定する契約について，
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契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損，変質，性能の

低下その他の事故が生じたときは，取替え，補修その他必要な措置を講ずる旨の特約が

あり，当該給付の内容が担保されると認められるときは，同項の規定による検査の一部

を省略することができる。

４ 普通地方公共団体の長は，地方自治法第234条の２第１項に規定する契約について，

特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により当該普通地方公共団体

の職員によつて監督又は検査を行なうことが困難であり，又は適当でないと認められる

ときは，当該普通地方公共団体の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行なわせ

ることができる。

(契約保証金)

第167条の16 普通地方公共団体は，当該普通地方公共団体と契約を締結する者をして当

該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の契約保証金を納めさせなければならな

い。

２ 第167条の７第２項の規定は，前項の規定による契約保証金の納付についてこれを準

用する。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第167条の17 地方自治法第234条の３に規定する政令で定める契約は，翌年度以降にわた

り物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で，その契約の性質上翌年度以降にわた

り契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののう

ち，条例で定めるものとする。

附 則(抄)

（施行期日）

第１条 この政令は，公布の日から，これを施行する。

（前金払）

第７条 地方公共団体は，当分の間，公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年

法律第184号)第５条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に

要する経費については，当該経費の３割(当該経費のうち総務省令で定めるものにつき

当該割合によることが適当でないと認められる特別の事情があるときは，総務省令で定

めるところにより，当該割合に３割以内の割合を加え，又は当該割合から１割以内の割

合を減じて得た割合)を超えない範囲内に限り，前金払をすることができる。

別表第３ (第121条の２関係)

工事又は製造の請負

都道府県 500,000千円
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指定都市 300,000千円

市(指定都市を除く。次表において同じ。) 150,000千円

町村 50,000千円

別表第４ (第121条の２関係)

不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地につ 都道府県 70,000千円

いては，その面積が都道府県にあつては１件２万平方

メートル以上，指定都市にあつては１件１万平方メー 指定都市 40,000千円

トル以上，市町村にあつては１件５千平方メートル以

上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益 市 20,000千円

権の買入れ若しくは売払い

町村 7,000千円

別表第５ (第167条の２関係)

１ 工事又は製造の請負 都道府県及び指定都市 250万円

市町村 130万円

(指定都市を除く。以下この表において同じ。)

２ 財産の買入れ 都道府県及び指定都市 160万円

市町村 80万円

３ 物件の借入れ 都道府県及び指定都市 80万円

市町村 40万円

４ 財産の売払い 都道府県及び指定都市 50万円

市町村 30万円

５ 物件の貸付け 30万円



- 11 -

６ 前各号に掲げるもの以外のもの 都道府県及び指定都市 100万円

市町村 50万円


